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令和８・９年度 競争入札参加資格審査申請書提出要領 

【令和８年度 定時受付分（共同受付対応）】 
 

徳島市上下水道局が発注する建設工事に関する調査、測量及び設計業務等（以下「建設コンサルタント等

業務」という。）に係る入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出してくだ

さい。 

（県外の業者は、別に要領を定めています。） 

 

１ 共同受付の実施及び徳島市競争入札有資格者名簿の適用について 

徳島市上下水道局では、建設工事等における競争入札参加資格審査申請について、徳島県との共同受付

を実施しています。また、徳島市が作成した徳島市競争入札有資格者名簿及び資格に関する格付けを、徳

島市上下水道局の名簿及び格付けとして適用します。（管路調査業務を除く。） 

共同受付における申請書類の提出先については、次のとおりとなりますので、この要領を確認の上、誤

りが無いように申請書類を提出してください。 

 

(1) 申請書類の提出先 

◆ 共通審査書類 

 概 要  申請書類のうち、徳島県と共通化・単一化した書類 

     （登記事項証明書、社会保険料納入確認書類等） 

 提出先  徳島県建設管理課 審査担当 

※電子申請となっております。県の概要等をご確認下さい。 

 

◆ 個別審査書類（徳島市） 

 概 要  共通審査書類以外に、徳島市が資格審査において必要な書類 

     （アドプト事業報告書等） 

 提出先  徳島市総務部契約監理課（徳島市役所６階） 

 

◆ 個別審査書類（上下水道局） 

上下水道局提出書類はございません。 

※ 管路調査業務の入札参加希望者は、別に作成した提出要領を参考の上、申請書類を提出してくださ

い。 

※ 徳島市上下水道局に入札の参加を希望し、徳島県には入札の参加を希望しない場合でも、徳島県に

共通審査書類を、徳島市には個別審査書類をそれぞれ提出してください。（徳島市競争入札有資格者名

簿を適用するため、徳島市上下水道局のみの入札参加希望申請はできません。） 

なお、徳島県に提出する競争入札参加資格申請書の「入札参加希望市町村」の徳島市の欄に○印を

必ず付けてください。 

※ 徳島市上下水道局の指名競争入札に参加を希望する場合にも、徳島市の『新規指名要望書』の提出

が必要となります。詳しくは、徳島市の要領を参考の上、徳島市へ提出してください。 
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２ 登録業種及び資格有効期間 

徳島市上下水道局における建設工事の登録業種及び資格有効期間については、徳島市の入札参加希望

業種及び資格有効期間と同一になります。 

 

３ 資格の認定及び競争入札有資格者名簿への登載の通知 

資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められた者については、競争入札有資格者名簿に登

載します。競争入札有資格者名簿は徳島市ホームページ及び公共工事入札情報サービスにて公開を行って 

いますので、インターネット上での資格確認をお願いいたします。 

 

４ 変更届について 

上下水道局では、徳島市競争入札有資格者名簿に変更があった場合、徳島市と同様に変更届を提出して

いただいておりましたが、令和５年４月１日以降は上下水道局への提出の必要はありません。ただし、徳

島市総務部契約監理課には引き続き変更届を提出してください。 

なお、次の変更が生じる場合は、引き続き上下水道局への変更届及び添付資料が必要になりますのでご

注意ください。 

・ 配水管布設工事及び推進工事に登録されている業者情報を変更する場合 

・ 管路調査業務に登録されている業者情報を変更する場合 

注① 上下水道局のみの業種となりますので、徳島市には変更届の提出は必要ありません。 

・ 徳島市競争入札有資格者名簿に登録されている業者で年間委任を設定又は変更する場合 

 

【問い合わせ先】 

○徳島市上下水道局 総務課契約係  

住所：〒７７０－０８０８ 徳島市南前川町５丁目１番地の４（上下水道局本庁舎２階） 

電話：０８８－６２３－２０９２ 

○この要領は徳島市上下水道局ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。 

上下水道局ホームページアドレス 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/jogesuidokyoku/business/keiyaku/shinsa_kyodo.html 

(トップページ→上下水道局→事業者の皆さまへ→入札・契約情報→競争入札参加資格審査申請について) 


